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2.1.3 耐津波設計の基本方針 



ロ 発電用原子炉施設の一般構造

(2) 耐津波構造

本発電用原子炉施設は，その供用中に当該施設に大きな影響を及ぼすおそれが

ある津波（以下「基準津波」という。）に対して，次の方針に基づき耐津波設計を

行い，「設置許可基準規則」に適合する構造とする。 

(ⅱ) 重大事故等対処施設の耐津波設計 

重大事故等対処施設は，基準津波に対して，以下の方針に基づき耐津波設計を

行い，重大事故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれがない設計と

する。基準津波の策定位置を第８図に，基準津波の時刻歴波形を第９図に示す。 

また，重大事故等対処施設，可搬型重大事故等対処設備のうち，津波から防護

する設備を「重大事故等対処施設の津波防護対象設備」とする。 

ａ．重大事故等対処施設の津波防護対象設備（非常用取水設備を除く。）を内包す

る建物及び区画の設置された敷地において，基準津波による遡上波を地上部か

ら到達又は流入させない設計とする。また，取水路，放水路等の経路から流入

させない設計とする。具体的な設計内容を以下に示す。 

(a) 重大事故等対処施設の津波防護対象設備（非常用取水設備を除く。）のうち，

設計基準対象施設を使用するもの及び可搬型重大事故等対処設備保管場所で

ある第４保管エリアについては，基準津波による遡上波が到達する可能性が

あるため，津波防護施設を設置し，津波の流入を防止する設計とする。

(b) 重大事故等対処施設の津波防護対象設備（非常用取水設備を除く。）のうち，

設計基準対象施設を使用するもの及び可搬型重大事故等対処設備保管場所で

ある第４保管エリア以外は，基準津波による遡上波が到達しない十分高い場

所に設置する。

(c) 上記(a)及び(b)の遡上波の到達防止に当たっての検討は，「(ⅰ) 設計基準

対象施設の耐津波設計」を適用する。

(d) 取水路，放水路等の経路から，津波が流入する可能性について検討したうえ

で，津波が流入する可能性のある経路（扉，開口部，貫通口等）を特定し，

必要に応じて実施する浸水対策については，「(ⅰ) 設計基準対象施設に対す

る耐津波設計」を適用する。

ｂ．取水・放水施設，地下部等において，漏水する可能性を考慮のうえ，漏水に

よる浸水範囲を限定し，重大事故等に対処するために必要な機能への影響を防

止する設計とする。具体的には「(ⅰ) 設計基準対象施設に対する耐津波設計」

を適用する。 
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ｃ．上記ａ．及びｂ．に規定するもののほか，重大事故等対処施設の津波防護対

象設備（非常用取水設備を除く。）を内包する建物及び区画については，浸水防

護をすることにより津波による影響等から隔離する。そのため，浸水防護重点

化範囲を明確化するとともに，必要に応じて実施する浸水対策については，

「(ⅰ) 設計基準対象施設に対する耐津波設計」を適用する。 

ｄ．水位変動に伴う取水性低下による重大事故等に対処するために必要な機能へ

の影響を防止する。そのため，非常用海水ポンプについては，「(ⅰ) 設計基準

対象施設に対する耐津波設計」を適用する。また，大量送水車及び大型送水ポ

ンプ車については，基準津波による水位の変動に対して取水性を確保でき，取

水口からの砂の混入に対して，ポンプが機能保持できる設計とする。 

ｅ．津波防護施設，浸水防止設備及び津波監視設備の機能の保持については，「(ⅰ)

設計基準対象施設に対する耐津波設計」を適用する。 

ｆ．津波防護施設，浸水防止設備及び津波監視設備の設計並びに非常用海水ポン

プの取水性の評価に当たっては，「(ⅰ) 設計基準対象施設に対する耐津波設

計」を適用する。 
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第８図 基準津波の策定位置 
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【基準津波１】 

鳥取県(2012)が日本海東縁部に想定した地震による津波 

【基準津波２】 

日本海東縁部に想定される地震発生領域の連動を考慮した検討による津波 

【基準津波３】 

日本海東縁部に想定される地震発生領域の連動を考慮した検討による津波 

【基準津波４】 

F-Ⅲ～F-Ⅴ断層から想定される地震による津波 
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【基準津波５】 

日本海東縁部に想定される地震発生領域の連動を考慮した検討による津波 

（防波堤無し） 

【基準津波６】 

日本海東縁部に想定される地震発生領域の連動を考慮した検討による津波 

（防波堤無し） 

第９図 基準津波の時刻歴波形 
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1.5.2 重大事故等対処施設の耐津波設計 

1.5.2.1 重大事故等対処施設の耐津波設計の基本方針 

重大事故等対処施設は，基準津波に対して重大事故等に対処するために必要な

機能が損なわれるおそれがない設計とする。 

(1) 津波防護対象の選定

「設置許可基準規則」第四十条（津波による損傷の防止）においては，「重大事

故等対処施設は，基準津波に対して重大事故等に対処するために必要な機能が損

なわれるおそれがないものでなければならない」ことを要求している。 

なお，「設置許可基準規則」第四十三条（重大事故等対処設備）における可搬型

重大事故等対処設備の接続口，保管場所及び機能保持に対する要求事項を満足す

るため，可搬型重大事故等対処設備についても津波防護の対象とする。 

このため，津波から防護する設備は，重大事故等対処施設（可搬型重大事故等

対処設備を含む。）（以下「重大事故等対処施設の津波防護対象設備」という。）と

し，これらを内包する建物及び区画について第1.5-15図に配置を示す。 

なお，津波防護施設，浸水防止設備及び津波監視設備は，設置許可基準規則の

解釈別記３で入力津波に対して機能を十分に保持できることが要求されており，

同要求を満足できる設計とする。 

(2) 敷地及び敷地周辺における地形，施設の配置等

ａ．敷地及び敷地周辺の地形，標高並びに河川の存在の把握 

「1.5.1 設計基準対象施設の耐津波設計」に同じ。 

ｂ．敷地における施設の位置，形状等の把握 

重大事故等対処施設の津波防護対象設備を内包する建物及び区画として，「1.5.

1 設計基準対象施設の耐津波設計」で示した範囲に加え，ＥＬ.＋15.0mの敷地に

第一フィルタベント格納槽及び低圧原子炉代替注水ポンプ格納槽，ＥＬ.＋44.0m

の敷地にガスタービン発電機軽油タンクを設置するエリア及びガスタービン発電

機建物，ＥＬ.＋50.0mの敷地に緊急時対策所がある。 

また，可搬型重大事故等対処設備については，ＥＬ.＋8.5mの敷地にある第４保

管エリア，ＥＬ.＋33.0mの敷地にある第３保管エリア，ＥＬ.＋44.0mの敷地にあ

る第２保管エリア及びＥＬ.＋50.0mの敷地にある第１保管エリアにそれぞれに保

管されている。 

津波防護施設は，「1.5.1 設計基準対象施設の耐津波設計」に同じ。 

浸水防止設備は，「1.5.1 設計基準対象施設の耐津波設計」に同じ。 

津波監視設備は，「1.5.1 設計基準対象施設の耐津波設計」に同じ。 

敷地内の遡上域（防波壁外側）の建物・構築物等は，「1.5.1 設計基準対象施

設の耐津波設計」に同じ。 

2.1.3-6



ｃ．敷地周辺の人工構造物の位置，形状等の把握 

「1.5.1 設計基準対象施設の耐津波設計」に同じ。 

(3) 入力津波の設定

「1.5.1 設計基準対象施設の耐津波設計」に同じ。 

1.5.2.2 敷地の特性に応じた津波防護の基本方針 

津波防護の基本方針は，以下の(1)から(5)のとおりである。 

(1) 重大事故等対処施設の津波防護対象設備（非常用取水設備を除く。下記(3)

において同じ。）を内包する建物及び区画の設置された敷地において，基準津波に

よる遡上波を地上部から到達又は流入させない設計とする。また，取水路，放水

路等の経路から流入させない設計とする。 

(2) 取水・放水施設，地下部等において，漏水する可能性を考慮のうえ，漏水に

よる浸水範囲を限定して，重大事故等に対処するために必要な機能への影響を防

止できる設計とする。 

(3) 上記２方針のほか，重大事故等対処施設の津波防護対象設備を内包する建物

及び区画については，浸水防護をすることにより，津波による影響等から隔離可

能な設計とする。 

(4) 水位変動に伴う取水性低下による重大事故等に対処するために必要な機能

への影響を防止できる設計とする。 

(5) 津波監視設備については，入力津波に対して津波監視機能が保持できる設計

とする。 

敷地の特性に応じた津波防護としては，基準津波による遡上波を地上部から到

達又は流入させない設計とするため，数値シミュレーションに基づき，外郭防護

として防波壁及び防波壁通路防波扉を設置する。 

 第４保管エリアについては，「1.5.1 設計基準対象施設の耐津波設計」を適用

する。 

緊急時対策所，低圧原子炉代替注水ポンプ格納槽，第一フィルタベント格納槽，

ガスタービン発電機建物，ガスタービン発電機軽油タンクを設置するエリア，可

搬型重大事故等対処設備保管場所である第１保管エリア，第２保管エリア及び第

３保管エリアについては，「1.5.1 設計基準対象施設の耐津波設計」を適用した

上で，基準津波による遡上波が到達しない十分高い場所に設置する設計とする。 

また，取水路，放水路等の経路から津波を流入させない設計とするため，外郭

防護として１号炉取水槽に流路縮小工，屋外排水路に屋外排水路逆止弁，取水槽
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に防水壁，水密扉及び床ドレン逆止弁を設置する。また，取水槽及び屋外配管ダ

クト（タービン建物～放水槽）の貫通部に対して止水処置を実施する。

重大事故等対処施設の津波防護対象設備（非常用取水設備を除く。）を内包する

建物及び区画については，津波による影響等から隔離可能な設計とするため，内

郭防護として，タービン建物（復水器を設置するエリア）と浸水防護重点化範囲

との境界に防水壁，水密扉及び床ドレン逆止弁を設置し，貫通部止水処置を実施

する。また，地震により損傷した場合に浸水防護重点化範囲へ津波が流入する可

能性がある経路に対して，隔離弁を設置するとともに，バウンダリ機能を保持す

るポンプ及び配管を設置する。 

地震発生後，津波が発生した場合に，その影響を俯瞰的に把握するため，津波

監視設備として，取水槽に取水槽水位計，排気筒に津波監視カメラを設置する。 

津波防護対策の設備分類と設置目的を第1.5-2表に示す。また，敷地の特性に応

じた津波防護の概要を第1.5-16図に示す。 

1.5.2.3 敷地への浸水防止（外郭防護１） 

(1) 遡上波の地上部からの到達，流入の防止

重大事故等対処施設の津波防護対象設備（非常用取水設備を除く。）を内包する

建物及び区画として，原子炉建物，制御室建物及び廃棄物処理建物はＥＬ.＋15.0

mの敷地に設置している。また，タービン建物はＥＬ.＋8.5mの敷地に設置してい

る。 

屋外には，ＥＬ.＋15.0mの敷地にB-非常用ディーゼル燃料設備を設置するエリ

ア，屋外配管ダクト（ディーゼル燃料貯蔵タンク～原子炉建物），第１フィルタベ

ント格納槽及び低圧原子炉代替注水ポンプ格納槽を設置しており，ＥＬ.＋8.5mの

敷地にA，H-非常用ディーゼル燃料設備を設置するエリア，排気筒を設置するエリ

ア，屋外配管ダクト（タービン建物～排気筒，タービン建物～放水槽）及び可搬

型重大事故等対処設備保管場所である第４保管エリアを設置している。また，Ｅ

Ｌ.＋8.5mの敷地地下の取水槽に原子炉補機海水ポンプ及び高圧炉心スプレイ補

機海水ポンプを設置している。 

このため，高潮ハザードの再現期間100年に対する期待値を踏まえた潮位を考慮

したうえで，施設護岸又は防波壁における入力津波高さＥＬ.＋11.9mに対して，

天端高さＥＬ.＋15.0mの防波壁及び防波壁通路防波扉を設置することにより，津

波が到達，流入しない設計とする。 

また，遡上波の地上部からの到達，流入の防止として，地山斜面を活用する。

地山斜面は，防波壁の高さ（ＥＬ.＋15.0m）以上の安定した岩盤とし，地震時及

び津波時においても津波防護機能を十分に保持する構造とする。第１フィルタベ

ント格納槽，低圧原子炉代替注水ポンプ格納槽，ガスタービン発電機用軽油タン

クを設置するエリア，ガスタービン発電機建物，緊急時対策所，可搬型重大事故

等対処設備保管場所である第１保管エリア，第２保管エリア及び第３保管エリア

は，ＥＬ.＋15.0mよりも高所に設置することから，津波による遡上波は到達しな
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い。 

(2) 取水路，放水路等の経路からの津波の流入防止

取水路，放水路等の経路から，津波が流入する可能性のある経路（扉，開口部，

貫通口等）を特定し，必要に応じて実施する浸水対策については「1.5.1 設計基

準対象施設の耐津波設計」を適用する。 

1.5.2.4 漏水による重大事故等に対処するために必要な機能への影響防止（外郭

防護２） 

(1) 漏水対策

漏水対策については，「1.5.1 設計基準対象施設の耐津波設計」に同じ。 

(2) 安全機能への影響確認

安全機能への影響評価については，「1.5.1 設計基準対象施設の耐津波設計」

に同じ。 

(3) 排水設備の影響

排水設備設置の検討については，「1.5.1 設計基準対象施設の耐津波設計」に

同じ。 

1.5.2.5 重大事故等対処施設の津波防護対象設備を内包する建物及び区画の隔

離（内郭防護） 

(1) 浸水防護重点化範囲の設定

浸水防護重点化範囲として，「1.5.1 設計基準対象施設の耐津波設計」で示し

た範囲に加え，緊急時対策所，低圧原子炉代替注水ポンプ格納槽，第一ベントフ

ィルタ格納槽，ガスタービン建物，ガスタービン発電機用軽油タンクを設置する

エリア，可搬型重大事故対処設備保管場所である第１保管エリア，第２保管エリ

ア，第３保管エリア及び第４保管エリアを設定する。

(2) 浸水防護重点化範囲の境界における浸水対策

津波による溢水を考慮した浸水範囲，浸水量については，以下のとおり地震に

よる溢水の影響も含めて確認を行い，浸水防護重点化範囲への浸水の可能性のあ

る経路及び浸水口を特定し，浸水対策を実施する。 

浸水防護重点化範囲のうち，設計基準対象施設と同じ範囲については，「1.5.1

設計基準対象施設の耐津波設計」を適用する。 

緊急時対策所，低圧原子炉代替注水ポンプ格納槽，第一ベントフィルタ格納槽，

ガスタービン建物，ガスタービン発電機用軽油タンクを設置するエリア，可搬型

重大事故対処設備保管場所である第１保管エリア，第２保管エリア，第３保管エ
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リア及び第４保管エリアについては「1.5.1 設計基準対象施設の耐津波設計」を

適用した上で，津波による溢水の影響を受けない位置に設置する。 

浸水対策の実施に当たっては，以下のa．からf．の影響を考慮する。 

a. 地震に起因するタービン建物（復水器を設置するエリア）に敷設する循環水

系配管の伸縮継手を含む低耐震クラス機器及び配管の損傷により，保有水が溢水

するとともに，津波が取水槽及び放水槽から循環水系配管等に流れ込み，循環水

系配管等の損傷箇所を介して，タービン建物（復水器を設置するエリア）に流入

することが考えられる。このため，タービン建物（復水器を設置するエリア）内

に流入した海水によるタービン建物（復水器を設置するエリア）に隣接する浸水

防護重点化範囲（タービン建物（耐震Ｓクラスの設備を設置するエリア），原子炉

建物及び取水槽循環水ポンプエリア）への影響を評価する。 

b. 地震に起因するタービン建物（耐震Ｓクラスの設備を設置するエリア）に敷

設するタービン補機海水系配管を含む低耐震クラスの機器及び配管の損傷により，

保有水が溢水するとともに，津波が取水槽及び放水槽からタービン補機海水系配

管等の損傷箇所を介して，タービン建物（耐震Ｓクラスの設備を設置するエリア）

に流入することが考えられる。このため，タービン建物（耐震Ｓクラスの設備を

設置するエリア）内に流入した海水による浸水防護重点化範囲（タービン建物（耐

震Ｓクラスの設備を設置するエリア））への影響を評価する。 

c. 地震に起因する取水槽循環水ポンプエリアの循環水系配管の伸縮継手を含む

低耐震クラス機器及び配管の損傷により，保有水が溢水するとともに，津波が取

水槽から循環水系配管等に流れ込み，循環水系配管等の損傷箇所を介して，取水

槽循環水ポンプエリアに流入することが考えられる。このため，取水槽循環水ポ

ンプエリア内に流入した海水による浸水防護重点化範囲（取水槽循環水ポンプエ

リア）への影響を評価する。

d. 地震に起因する取水槽海水ポンプエリアに敷設するタービン補機海水系配等

を含む低耐震クラスの機器及び配管の損傷により，保有水が溢水するとともに，

津波が取水槽海水ポンプエリアに流入することが考えられる。このため，浸水防

護重点化範囲（取水槽海水ポンプエリア）への影響を評価する。 

e. 地下水については，地震時の地下水の流入が浸水防護重点化範囲へ与える影

響について評価する。 

f. 地震に起因する屋外タンク等の損傷による溢水が，浸水防護重点化範囲へ与

える影響について評価する。 
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(3) 上記(2)ａ．からｆ．の浸水範囲，浸水量の評価については，以下のとおり

安全側の想定を実施する。 

a. タービン建物（復水器を設置するエリア）における機器・配管の損傷による

津波，溢水等の事象想定 

「1.5.1 設計基準対象施設の耐津波設計」に同じ。 

b. タービン建物（耐震Ｓクラスの設備を設置するエリア）における機器・配管

の損傷による津波，溢水等の事象想定 

「1.5.1 設計基準対象施設の耐津波設計」に同じ。 

c. 取水槽循環水ポンプエリアにおける機器・配管の損傷による津波，溢水等の

事象想定 

「1.5.1 設計基準対象施設の耐津波設計」に同じ。 

d. 取水槽海水ポンプエリアにおける機器・配管の損傷による津波，溢水等の事

象想定 

「1.5.1 設計基準対象施設の耐津波設計」に同じ。 

e. 機器・配管の損傷による津波流入量の考慮

「1.5.1 設計基準対象施設の耐津波設計」に同じ。 

f. 機器・配管等の損傷による内部溢水の考慮

「1.5.1 設計基準対象施設の耐津波設計」に同じ。 

g. 地下水の流入量の考慮

「1.5.1 設計基準対象施設の耐津波設計」に同じ。 

h. 屋外タンク等の損傷による溢水等の事象想定

 屋外タンクの損傷による溢水については，浸水防護重点化範囲のうち，設計基

準対象施設と同じ範囲については，「1.5.1 設計基準対象施設の耐津波設計」に

同じ。 

 重大事故等対処施設の津波防護対象設備（非常用取水設備を除く。）の浸水防護

重点化範囲のうち，第１～第４保管エリアについては，浸水した場合であっても，

可搬設備の機関吸排気口高さより低く，可搬設備に影響はない。緊急時対策所，

ガスタービン発電機軽油タンクを設置するエリア，ガスタービン発電機建物につ

いては，堰の高さ又は扉等の開口部下端高さに溢水が到達しないことから，浸水

防護重点化範囲の建物又は区画に浸水することはない。 

 また，第１ベントフィルタ格納槽，低圧原子炉代替注水ポンプ格納槽について

は，溢水が到達しないことから，浸水防護重点化範囲の区画に浸水することはな
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い。 

ｉ．施設・設備施工上生じうる隙間部等についての考慮 

 「1.5.1 設計基準対象施設の耐津波設計」に同じ。なお，新設の重大事故等対

処設備を内包する建物等については，あらかじめ津波対策を考慮した設計とする。 

1.5.2.6 水位変動に伴う取水性低下による重大事故等に対処するために必要な

機能への影響防止 

(1) 重大事故等時に使用するポンプの取水性

水位変動に伴う取水性低下による重大事故等に対処するために必要な機能への

影響を防止する設計とする。非常用海水ポンプについては，「1.5.1 設計基準対

象施設の耐津波設計」を適用する。 

重大事故時に使用する可搬型の海水を取水するポンプは，大量送水車及び大型

送水ポンプ車の水中ポンプであり，設計基準対象施設の非常用取水設備である取

水槽から海水を取水する。 

同水中ポンプについては，基準津波による取水槽の最低水位を考慮した取水路

内に設置することにより海水を取水する設計とするため，取水性への影響はない。 

(2) 津波の二次的な影響による重大事故時に使用するポンプの機能保持確認

基準津波による水位変動に伴う海底の砂移動・堆積及び漂流物に対して，取水

口，取水路及び取水槽の通水性が確保できる設計とする。 

また，基準津波による水位変動に伴う浮遊砂等の混入に対して，非常用海水ポ

ンプは機能保持できる設計とする。具体的には，「1.5.1 設計基準対象施設の耐

津波設計」に同じ。 

重大事故時に使用する可搬型の海水を取水する大量送水車及び大型送水ポンプ

車については，浮遊砂等の混入に対して，機能保持できる設計とする。 

ａ．砂移動・堆積の影響 

非常用海水ポンプについては，「1.5.1 設計基準対象施設の耐津波設計」に同

じ。 

大量送水車及び大型送水ポンプ車は，設計基準対象施設の非常用海水ポンプと

同じく取水路から取水するため，取水口及び取水路の通水性の確保に関わる評価

は，「1.5.1 設計基準対象施設の耐津波設計」に同じ。 

ｂ．重大事故等時に使用するポンプへの浮遊砂の影響 

非常用海水ポンプについては，「1.5.1 設計基準対象施設の耐津波設計」に同

じ。 

大量送水車及び大型送水ポンプ車の水中ポンプが取水する浮遊砂量はごく微量
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であり，同設備が一般的に災害時に海水を取水するために用いられる設備である

ことを踏まえると砂混入により機能を喪失することはない。 

ｃ．漂流物の取水性への影響 

(a) 漂流物の抽出方法

漂流物の抽出方法については，「1.5.1 設計基準対象施設の耐津波設計」に同

じ。 

(b) 抽出された漂流物となる可能性のある施設・設備の影響

非常用海水ポンプについては，「1.5.1 設計基準対象施設の耐津波設計」に同

じ。 

大量送水車及び大型送水ポンプ車については，基準津波により漂流物となる可

能性のある施設・設備が，大量送水車及び大型送水ポンプ車の取水性に影響を及

ぼさないことを確認する。 

上記(a)，(b)については，継続的に発電所敷地内及び敷地外の人工構造物の設

置状況の変化を確認し，漂流物の取水性への影響を確認する。 

1.5.2.7 津波監視 

津波の襲来を監視するための津波監視設備の設置については，「1.5.1 設計基

準対象施設の耐津波設計」に同じ。 

(1) 津波監視カメラ

「1.5.1 設計基準対象施設の耐津波設計」に同じ。 

(2) 取水槽水位計

「1.5.1 設計基準対象施設の耐津波設計」に同じ。 
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第1.5-2表 津波防護対策の設備分類と設置目的 

津波防護対策 設備分類 設置目的 

防波壁 
津波防護施設 

・津波が地上部から敷地へ到達，流入する

ことを防止する。 防波扉 

屋外排水路逆止弁 浸水防止設備 
・津波が屋外排水路から敷地へ到達，流入

することを防止する。 

取
水
槽

流路縮小工(1号炉) 津波防護施設 
・津波が取水路から敷地へ到達，流入する

ことを防止する。 
防水壁 

浸水防止設備 

水密扉 

床ドレン逆止弁 

・津波が取水路から取水槽海水ポンプエリ

ア及び取水槽循環水ポンプエリアへ到達，

流入することを防止する。 

貫通部止水処置 

・津波が取水槽除じん機エリアから敷地へ

到達，流入すること及び取水槽海水ポンプ

エリアへ流入することを防止する。

隔離弁， 

機器及び配管 

・地震による取水槽内の海水系機器の損傷

個所を介しての津波の流入に対して浸水防

護重点化範囲への浸水を防止する。 

タ
ー
ビ
ン
建
物
他

防水壁 

・地震によるタービン建物内の循環水系配

管や他の海水系機器の損傷に伴う溢水及び

損傷個所を介しての津波の流入に対して浸

水防護重点化範囲への浸水を防止する。 

水密扉 

床ドレン逆止弁 

貫通部止水処置 

隔離弁，配管 

放
水
槽

貫通部止水処置 
・津波が放水槽からタービン建物へ流入す

ることを防止する。 

津波監視カメラ 

津波監視設備 
・敷地への津波の繰り返しの襲来を察知し，

その影響を俯瞰的に把握する。 
取水槽水位計 
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本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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1.10 発電用原子炉設置変更許可申請に係る安全設計の方針 

1.10.2 発電用原子炉設置変更許可申請（平成25年12月25日申請）に係る実用発

電用原子炉及びその付属施設の位置，構造及び設備の基準に関する規則へ

の適合 

（津波による損傷の防止） 

第四十条 重大事故等対処施設は、基準津波に対して重大事故等に対処するた

めに必要な機能が損なわれるおそれがないものでなければならない。 

適合のための設計方針 

基準津波及び入力津波の策定に関しては，第五条の「適合のための設計方針」

を適用する。 

耐津波設計としては以下の方針とする。 

(1) 津波の敷地への流入防止

重大事故等対処施設の津波防護対象設備（非常用取水設備を除く。）を内包する

建物及び区画の設置された敷地において，基準津波による遡上波を地上部から到

達又は流入させない設計とする。また，取水路，放水路等の経路から流入させな

い設計とする。 

(2) 漏水による安全機能への影響防止

取水･放水施設及び地下部等において,漏水する可能性を考慮の上,漏水による

浸水範囲を限定して,重大事故等に対処するために必要な機能への影響を防止す

る設計とする。 

(3) 津波防護の多重化

(1)(2)に規定するもののほか,重大事故等対処施設の津波防護対象設備（非常用

取水設備を除く。）を内包する建物及び区画については,浸水防護を行うことによ

り津波による影響等から隔離する。そのため,浸水防護重点化範囲を明確化すると

ともに,必要に応じて実施する浸水対策については,第五条の｢適合のための設計

方針｣を適用する。 

(4) 水位低下による安全機能への影響防止

水位変動に伴う取水性低下による重大事故等に対処するために必要な機能への

影響を防止する設計とする。そのため，非常用海水ポンプについては，第五条の

「適合のための設計方針」を適用する。 

また，大量送水車及び大型送水ポンプ車については，基準津波による水位の変

動に対して取水性を確保でき，取水口からの砂の混入に対して，ポンプが機能保
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持できる設計とする。 

(5) 津波防護施設，浸水防止設備及び津波監視設備の機能保持

津波防護施設，浸水防止設備及び津波監視設備の機能の保持については，第五

条の「適合のための設計方針」を適用する。 

(6) 地震による敷地の隆起・沈降，地震による影響等

地震による敷地の隆起・沈降，地震による影響等については，第五条の「適合

のための設計方針」を適用する。 

(7) 津波防護施設及び浸水防止設備の設計並びに非常用海水冷却系の評価

津波防護施設，浸水防止設備の設計並びに非常用海水ポンプ等の取水性の評価

に当たっては，第五条の「適合のための設計方針」を適用する。 

10.6.1.2 重大事故等対処施設 

10.6.1.2.1 概要 

発電用原子炉施設の耐津波設計については,「重大事故等対処施設は，基準津波

に対して重大事故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれがないもの

でなければならない。」ことを目的として，津波の敷地への流入防止，漏水による

重大事故等に対処するために必要な機能への影響防止，津波防護の多重化及び水

位低下による重大事故等に対処するために必要な機能への影響防止を考慮した津

波防護対策を講じる。 

津波から防護する設備は，重大事故等対処施設（可搬型重大事故等対処設備を

含む。）（以下「重大事故等対処施設の津波防護対象設備」という。）とする。 

津波の敷地への流入防止は，重大事故等対処施設の津波防護対象設備（非常用

取水設備を除く。）を内包する建物及び区画の設置された敷地において，基準津波

による遡上波の地上部からの到達及び流入の防止対策並びに取水路，放水路等の

経路からの流入の防止対策を講じる。 

漏水による重大事故等に対処するために必要な機能への影響防止は，取水・放

水施設，地下部等において，漏水の可能性を考慮の上，漏水による浸水範囲を限

定して，重大事故等に対処するために必要な機能への影響を防止する対策を講じ

る。 

津波防護の多重化として，上記２つの対策のほか，重大事故等対処施設の津波

防護対象設備（非常用取水設備を除く。）を内包する建物及び区画において，浸水

防護をすることにより津波による影響等から隔離する対策を講じる。 

水位低下による重大事故等に対処するために必要な機能への影響防止は,水位変

動に伴う取水性低下による重大事故等に対処するために必要な機能への影響を防
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止する対策を講じる。 

10.6.1.2.2 設計方針 

重大事故等対処施設は，基準津波に対して重大事故等に対処するために必要な

機能が損なわれるおそれがない設計とする。 

津波から防護する設備は，重大事故等対処施設の津波防護対象設備とする。 

耐津波設計に当たっては，以下の方針とする。 

(1) 重大事故等対処施設の津波防護対象設備（非常用取水設備を除く。）を内包

する建物及び区画の設置された敷地において，基準津波による遡上波を地上部か

ら到達又は流入させない設計とする。また，取水路，放水路等の経路から流入さ

せない設計とする。具体的な設計内容を以下に示す。 

ａ．重大事故等対処施設の津波防護対象設備（非常用取水設備を除く。）のうち，

設計基準対象施設を使用するもの及び可搬型重大事故等対処設備保管場所である

第４保管エリアについては，基準津波による遡上波が到達する可能性があるため，

津波防護施設を設置し，津波の流入を防止する設計とする。 

ｂ．重大事故等対処施設の津波防護対象設備（非常用取水設備を除く。）のうち，

設計基準対象施設を使用するもの及び可搬型重大事故等対処設備保管場所である

第４保管エリア以外は，基準津波による遡上波が到達しない十分高い場所に設置

する。 

ｃ ．上記ａ．及びｂ．の遡上波の到達防止に当たっての検討は,「10.6.1.1 設

計基準対象施設」を適用する。 

ｄ．取水路，放水路等の経路から，津波が流入する可能性のある経路（扉，開口

部，貫通口等）を特定し，必要に応じて実施する浸水対策については，「10.6.1.1

設計基準対象施設」を適用する。 

(2) 取水・放水施設，地下部等において，漏水する可能性を考慮の上，漏水によ

る浸水範囲を限定し，重大事故等に対処するために必要な機能への影響を防止す

る設計とする。具体的には「10.6.1.1 設計基準対象施設」を適用する。 

(3) 上記(1)及び(2)に規定するもののほか，重大事故等対処施設の津波防護対象

設備（非常用取水設備を除く。）を内包する建物及び区画については，浸水防護を

することにより津波による影響等から隔離する。そのため，浸水防護重点化範囲

を明確化するとともに，必要に応じて実施する浸水対策については，「10.6.1.1 

設計基準対象施設」を適用する。 
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(4) 水位変動に伴う取水性低下による重大事故等に対処するために必要な機能

への影響を防止する設計とする。そのため，非常用海水ポンプについては,「10.6.

1.1 設計基準対象施設」を適用する。 

また，大量送水車及び大型送水ポンプ車については，基準津波による水位の変

動に対して取水性を確保でき，取水口からの砂の混入に対して，ポンプが機能保

持できる設計とする。 

(5) 津波防護施設，浸水防止設備及び津波監視設備の機能の保持については，「1

0.6.1.1 設計基準対象施設」を適用する。 

(6) 津波防護施設，浸水防止設備及び津波監視設備の設計に当たって考慮する自

然現象については,「10.6.1.1 設計基準対象施設」を適用する。 

(7) 津波防護施設，浸水防止設備及び津波監視設備の設計における荷重の組合せ

を考慮する自然現象については,「10.6.1.1 設計基準対象施設」を適用する。 

(8) 津波防護施設，浸水防止設備及び津波監視設備の設計並びに非常用海水ポン

プの取水性の評価における入力津波の評価に当たっては,「10.6.1.1 設計基準対

象施設」を適用する。 

10.6.1.2.4 主要設備 

(1) 防波壁

「10.6.1.1 設計基準対象施設10.6.1.1.4 主要設備」に同じ。 

(2) 防波扉

「10.6.1.1 設計基準対象施設10.6.1.1.4 主要設備」に同じ。 

(3) １号炉取水槽流路縮小工

「10.6.1.1 設計基準対象施設10.6.1.1.4 主要設備」に同じ。 

(4) 屋外排水路逆止弁

「10.6.1.1 設計基準対象施設10.6.1.1.4 主要設備」に同じ。 

(5) 防水壁

「10.6.1.1 設計基準対象施設10.6.1.1.4 主要設備」に同じ。 

(6) 水密扉

「10.6.1.1 設計基準対象施設10.6.1.1.4 主要設備」に同じ。 
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(7) 床ドレン逆止弁

「10.6.1.1 設計基準対象施設10.6.1.1.4 主要設備」に同じ。 

(8) 隔離弁

「10.6.1.1 設計基準対象施設10.6.1.1.4 主要設備」に同じ。 

(9) ポンプ及び配管

「10.6.1.1 設計基準対象施設10.6.1.1.4 主要設備」に同じ。 

(10) 貫通部止水処置

「10.6.1.1 設計基準対象施設10.6.1.1.4 主要設備」に同じ。 

上記(1)から(7)の各施設・設備における許容限界は，地震後及び津波後の再使

用性や，津波の繰返し作用を想定し，止水性の面も踏まえることにより，当該構

造物全体の変形能力に対して十分な余裕を有するよう，各施設・設備を構成する

材料が弾性域内に収まることを基本とする。 

上記(8)及び(9)の隔離弁，ポンプ及び配管の許容限界は，地震荷重に対しては，

浸水防止機能に対する機能保持限界として，地震後の再使用性を考慮し，塑性ひ

ずみが生じる場合であっても，その量が小さなレベルにとどまって破断延性限界

に十分な余裕を有することを基本とする。 

津波荷重（余震荷重含む）に対しては，浸水防止機能に対する機能保持限界と

して，津波後の再使用性や，津波の繰返し作用を想定し，止水性の面も踏まえる

ことにより，当該設備全体の変形能力に対して十分な余裕を有するよう，各施設・

設備を構成する材料が弾性域内に収まることを基本とする。なお，止水性能につ

いては耐圧・漏水試験で確認する。 

上記(10)の貫通部止水処置については，地震後，津波後の再使用性や，津波の

繰返し作用を想定し，止水性の維持を考慮して，貫通部止水処置が健全性を維持

することとする。 

各施設・設備の設計及び評価に使用する津波荷重の設定については，入力津波

が有する数値シミュレーション上の不確かさ及び各施設・設備の機能損傷モード

に対応した荷重の算定過程に介在する不確かさを考慮する。 

入力津波が有する数値シミュレーション上の不確かさの考慮に当たっては，各

施設・設備の設置位置で算定された津波の高さを安全側に評価して入力津波を設

定することで，不確かさを考慮する。 

各施設・設備の機能損傷モードに対応した荷重の算定過程に介在する不確かさ

の考慮に当たっては，入力津波の荷重因子である浸水高，速度，津波波力等を安

全側に評価することで，不確かさを考慮し，荷重設定に考慮している余裕の程度

を検討する。 

津波波力の算定においては，津波波力算定式等，幅広く知見を踏まえて，十分
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な余裕を考慮する。 

漂流物の衝突による荷重の評価に際しては，津波の流速による衝突速度の設定

における不確実性を考慮し，流速について十分な余裕を考慮する。 

津波防護施設，浸水防止設備及び津波監視設備の設計において，基準津波の波

源の活動に伴い発生する可能性がある余震（地震）についてそのハザードを評価

し，その活動に伴い発生する余震による荷重を設定する。 

余震荷重については，基準津波の継続時間のうち最大水位変化を生起する時間

帯を踏まえ過去の地震データを抽出・整理することにより余震の規模を想定し，

余震としてのハザードを考慮した安全側の評価として，この余震規模から求めた

地震動に対してすべての周期で上回る地震動を弾性設計用地震動の中から設定す

る。 

主要設備の配置図を第10.6-1図に，また，概念図を第10.6-2図～第10.6-17図に

示す。 

10.6.1.2.4 主要設備の仕様 

浸水防護設備の主要仕様を第 10.6-1表に示す。 

10.6.1.2.5 試験検査 

「10.6.1.1 設計基準対象施設」に同じ。 

10.6.1.2.6 手順等 

「10.6.1.1 設計基準対象施設」に同じ。 
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第10.6-1表 浸水防護設備の主要仕様 

(1) 防波壁

種 類 防波壁（多重鋼管杭式擁壁） 

個 数 １ 

(2) 防波壁

種 類 防波壁（逆Ｔ擁壁） 

個 数 １ 

(3) 防波壁

種 類 防波壁（波返重力擁壁） 

個 数 １ 

(4) 防波扉

種 類 防波扉 

個 数 ４ 

(5) １号炉取水槽流路縮小工

種 類 流路縮小工 

個 数 ２ 

(6) 屋外排水路逆止弁

種 類 逆止弁 

個 数 １４ 

(7) 防水壁

種 類   防水壁 

個 数 ２ 

(8) 水密扉

種 類 片開扉 

個 数 一式 

(9) 床ドレン逆止弁

種 類 逆止弁 

個 数 一式 

(10) 隔離弁

種 類 電動弁，逆止弁 

個 数 一式 

(11) ポンプ及び配管

種 類 ポンプ，配管 

個 数 一式 

(12) 貫通部止水処置

種 類 貫通部止水 

個 数 一式 
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第10.6-1図 津波防護対象施設の配置図 

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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第10.6-2図 防波壁配置図 

第10.6-3図 防波壁（多重鋼管杭式擁壁）概念図 

第10.6-4図 防波壁（逆Ｔ擁壁）概念図 

海抜15.0m
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第10.6-5図 防波壁（波返重力擁壁）概念図 

正面図 

断面図 

第10.6-6図 防波壁通路防波扉（３号炉東側）概念図 

岩盤部 

地盤改良部 

2.1.3-26



取水管

固定ボルト

縮小板
（開口率５割程度）

（縮小板正面図）

（断面図）

縮小板

固定ボルト

取水管

取付板

１号炉取水槽
（取付板正面図）

固定ボルト
取付板

取水管フランジ

断面図 

正面図  断面図 

第10.6-7図 1号炉取水槽流路縮小工概念図 
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平面図 

A-A断面図

正面図 断面図 

第10.6-8図 屋外排水路逆止弁概念図 

1/100 

屋外排水路逆止弁 

防波壁 

海側 

陸側 

1/100 1/100 

防波壁 

屋外排水路逆止弁 

陸側 海側 
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鋼板 Ｈ形鋼支柱

梁

基礎ボルト

取水槽躯体

鋼板下端固定材

止水ゴム＋シーリング
により隙間なし

1500

2
5
0
0

止水ゴム

締付けボルト

（防水壁）
鋼板 梁

取水槽躯体

埋込金物

（取水槽躯体と一体化）

溝形鋼縦柱
単位：mm

2
5
0
0

1470

第10.6-9図 除じん機エリア防水壁概念図 

第10.6-10図 除じん機エリア水密扉概念図 

第10.6-11図 復水器エリア水密扉概念図 
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第10.6-12図 床ドレン逆止弁概念図 

第10.6-13図 隔離弁（電動弁）概念図 
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第10.6-14図 隔離弁（逆止弁）概念図 

（シリコンシール）

第10.6-15図 貫通部止水処置の概念図 

（ラバーブーツ）

第10.6-16図 貫通部止水処置の概念図 
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（モルタル）

第10.6-17図 貫通部止水処置の概念図 
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2.1.3 津波による損傷の防止 

2.1.3.1 津波による損傷の防止に係る基準適合性 

【設置許可基準規則】 

（津波による損傷の防止） 

第四十条 重大事故等対処施設は，基準津波に対して重大事故等に対処するた

めに必要な機能が損なわれるおそれがないものでなければならない。 

適合のための設計方針 

基準津波及び入力津波の策定に関しては，第五条の「適合のための設計方針」

を適用する。 

耐津波設計としては以下の方針とする。 

(1) 津波の敷地への流入防止

重大事故等対処施設の津波防護対象設備（非常用取水設備を除く。）を内包す

る建物及び区画の設置された敷地において，基準津波による遡上波を地上部か

ら到達又は流入させない設計とする。また，取水路，放水路等の経路から流入

させない設計とする。 

(2) 漏水による安全機能への影響防止

取水･放水施設及び地下部等において,漏水する可能性を考慮の上,漏水によ

る浸水範囲を限定して,重大事故等に対処するために必要な機能への影響を防

止する設計とする。 

(3) 津波防護の多重化

上記(1)及び(2)に規定するもののほか,重大事故等対処施設の津波防護対象

設備（非常用取水設備を除く。）を内包する建物及び区画については,浸水防護

を行うことにより津波による影響等から隔離する。そのため,浸水防護重点化範

囲を明確化するとともに,必要に応じて実施する浸水対策については,第五条の

｢適合のための設計方針｣を適用する。 

(4) 水位低下による安全機能への影響防止

水位変動に伴う取水性低下による重大事故等に対処するために必要な機能へ

の影響を防止する設計とする。そのため，非常用海水ポンプについては，第五

条の「適合のための設計方針」を適用する。 

また，大量送水車及び大型送水ポンプ車については，基準津波による水位の

変動に対して取水性を確保でき，取水口からの砂の混入に対して，ポンプが機
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能保持できる設計とする。 

(5) 津波防護施設，浸水防止設備及び津波監視設備の機能保持

津波防護施設，浸水防止設備及び津波監視設備の機能の保持については，第

五条の「適合のための設計方針」を適用する。 

(6) 地震による敷地の隆起・沈降，地震による影響等

地震による敷地の隆起・沈降，地震による影響等については，第五条の「適

合のための設計方針」を適用する。 

(7) 津波防護施設及び浸水防止設備の設計並びに非常用海水冷却系の評価

津波防護施設，浸水防止設備の設計並びに非常用海水ポンプ等の取水性の評

価に当たっては，第五条の「適合のための設計方針」を適用する。 

2.1.3.2 耐津波設計の基本方針 

2.1.3.2.1 敷地の特性に応じた津波防護の基本方針 

【規制基準における要求事項等】 

敷地の特性に応じた津波防護の基本方針が，敷地及び敷地周辺全体図，施設

配置図等により明示されていること。 

津波防護施設，浸水防止設備，津波監視設備等として設置されるものの概要

が網羅かつ明示されていること。 

【検討方針】 

敷地の特性（敷地の地形，敷地周辺の津波の遡上，浸水状況等）に応じた津

波防護の基本方針を，敷地及び敷地周辺全体図，施設配置図等により明示する。

また，敷地の特性に応じた津波防護（津波防護施設，浸水防止設備，津波監視

設備等）の概要（外郭防護の位置及び浸水想定範囲の設定，並びに内郭防護の

位置及び浸水防護重点化範囲の設定等）について整理する。 

【検討結果】 

（1）敷地の特性に応じた津波防護の基本方針

「島根原子力発電所２号炉 ５条 津波による損傷の防止 Ⅱ.耐津波設計方針

３.重大事故等対処施設の津波防護方針」を適用する。
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（2）敷地の特性に応じた津波防護の概要

「島根原子力発電所２号炉 ５条 津波による損傷の防止 Ⅱ.耐津波設計方針

３.重大事故等対処施設の津波防護方針」を適用する。

2.1.3.2 敷地への浸水防止（外郭防護１） 

（1）遡上波の地上部からの到達，流入の防止

【規制基準における要求事項等】 

重大事故等に対処するために必要な機能を有する設備等を内包する建屋及び

重大事故等に対処するために必要な機能を有する屋外設備等は，基準津波によ

る遡上波が到達しない十分高い場所に設置すること。 

基準津波による遡上波が到達する高さにある場合には，防波壁等の津波防護

施設，浸水防止設備を設置すること。 

【検討方針】 

重大事故等対処施設の津波防護対象設備を内包する建物及び区画は，基準津

波による遡上波が到達しない十分高い場所に設置していることを確認する。 

また，基準津波による遡上波が到達する高さにある場合には，津波防護施設，

浸水防止設備の設置により遡上波が到達しないようにする。 

 具体的には，重大事故等対処施設の津波防護対象設備（非常用取水設備を除

く。）を内包する建物及び区画に対して，基準津波による遡上波が地上部から

到達，流入しないことを確認する。 

【検討結果】 

「島根原子力発電所２号炉 ５条 津波による損傷の防止 Ⅱ.耐津波設計方針

３.重大事故等対処施設の津波防護方針」を適用する。

（2）取水路，放水路等の経路からの津波の流入防止

【規制基準における要求事項等】 

取水路，放水路等の経路から，津波が流入する可能性について検討した上で，

流入の可能性のある経路（扉，開口部，貫通部等）を特定すること。 

特定した経路に対して，浸水防止対策を施すことにより津波の流入を防止す

ること。 

【検討方針】 

取水路，放水路等の経路から，津波が流入する可能性について経路を検討し

た上で，流入の可能性のある経路（扉，開口部，貫通部等）を特定する。 
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特定した経路に対して，浸水防止対策を施すことにより津波の流入を防止す

る。 

【検討結果】 

「島根原子力発電所２号炉 ５条 津波による損傷の防止 Ⅱ.耐津波設計方針

３.重大事故等対処施設の津波防護方針」を適用する。

2.1.3.2.3 漏水による重大事故等に対処するために必要な機能への影響防止

(外郭防護２) 

（1）漏水対策

【規制基準における要求事項等】 

取水・放水設備の構造上の特徴等を考慮して，取水・放水施設や地下部等に

おける漏水の可能性を検討すること。 

漏水が継続することによる浸水の範囲を想定（以下「浸水想定範囲」という。）

すること。 

浸水想定範囲の境界において浸水の可能性のある経路，浸水口（扉，開口部，

貫通口等）を特定すること。特定した経路，浸水口に対して浸水対策を施すこ

とにより浸水範囲を限定すること。 

【検討方針】 

取水・放水設備の構造上の特徴等を考慮して，取水・放水施設や地下部等に

おける漏水の可能性を検討する。 

漏水が継続する場合は，浸水想定範囲を明確にし，浸水想定範囲の境界にお

いて浸水の可能性のある経路，浸水口（扉，開口部，貫通口等）を特定する。 

また，浸水想定範囲がある場合は，浸水の可能性のある経路，浸水口に対し

て浸水対策を施すことにより浸水範囲を限定する。 

【検討結果】 

「島根原子力発電所２号炉 ５条 津波による損傷の防止 Ⅱ.耐津波設計方針 

３.重大事故等対処施設の津波防護方針」を適用する。

（2）安全機能への影響評価

【規制基準における要求事項等】 

浸水想定範囲の周辺に重大事故等に対処するために必要な機能を有する設備

等がある場合は，防水区画化すること。 

必要に応じて防水区画内への浸水量評価を実施し，安全機能への影響がない
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ことを確認すること。 

【検討方針】 

浸水想定範囲が存在する場合，その周辺に重大事故等に対処するために必要

な機能を有する設備等がある場合は，防水区画化する。必要に応じて防水区画

内への浸水量評価を実施し，安全機能への影響がないことを確認する。 

【検討結果】 

「島根原子力発電所２号炉 ５条 津波による損傷の防止 Ⅱ.耐津波設計方針 

３.重大事故等対処施設の津波防護方針」を適用する。

（3）排水設備設置の検討

【規制基準における要求事項等】 

浸水想定範囲における長期間の冠水が想定される場合は，排水設備を設置す

ること。 

【検討方針】 

浸水想定範囲における長期間の冠水が想定される場合は，排水設備を設置す

る。 

【検討結果】 

「島根原子力発電所２号炉 ５条 津波による損傷の防止 Ⅱ.耐津波設計方針 

３.重大事故等対処施設の津波防護方針」を適用する。

2.1.3.2.4 重大事故等に対処するために必要な機能を有する施設の隔離(内郭

防護) 

（1）浸水防護重点化範囲の設定

【規制基準における要求事項等】 

重大事故等に対処するために必要な機能を有する設備等を内包する建屋及び

区画については，浸水防護重点化範囲として明確化すること。 

【検討方針】 

重大事故等対処施設の津波防護対象設備を内包する建物及び区画については，

浸水防護重点化範囲として明確化する。 
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【検討結果】 

「島根原子力発電所２号炉 ５条 津波による損傷の防止 Ⅱ.耐津波設計方針 

３.重大事故等対処施設の津波防護方針」を適用する。

（2）浸水防護重点化範囲の境界における浸水対策

【規制基準における要求事項等】 

津波による溢水を考慮した浸水範囲，浸水量を安全側に想定すること。 

浸水範囲，浸水量の安全側の想定に基づき，浸水防護重点化範囲への浸水の

可能性のある経路，浸水口（扉，開口部，貫通口等）を特定し，それらに対し

て浸水対策を施すこと。 

【検討方針】 

津波による溢水を考慮した浸水範囲，浸水量を安全側に想定する。 

浸水範囲，浸水量の安全側の想定に基づき，浸水防護重点化範囲への浸水の

可能性のある経路，浸水口（扉，開口部，貫通口等）を特定し，それらに対し

て浸水対策を実施する。 

津波による溢水を考慮した浸水範囲，浸水量については，地震による溢水の

影響も含めて，以下の方針により安全側の想定を実施する。 

a.地震・津波による建屋内の循環水系等の機器・配管の損傷による建物内への

津波及び系統設備保有水の溢水，下位クラス建物における地震時のドレン系ポ

ンプの停止による地下水の流入等の事象を考慮する。

b.地震・津波による屋外循環水系配管や敷地内のタンク等の損傷による敷地内

への津波及び系統保有水の溢水等の事象を考慮する。 

c.循環水系機器・配管等損傷による津波浸水量については，入力津波の時刻歴

波形に基づき，津波の繰り返し襲来を考慮する。 

d.機器・配管等の損傷による溢水量については，内部溢水における溢水事象想

定を考慮して算定する。 

e.地下水については，地震時の地下水の流入が浸水防護重点化範囲へ与える影

響について評価する。 

f.施設・設備施工上生じうる隙間部等がある場合には，当該部からの溢水も考
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慮する。 

【検討結果】 

「島根原子力発電所２号炉 ５条 津波による損傷の防止 Ⅱ.耐津波設計方針 

３.重大事故等対処施設の津波防護方針」を適用する。

2.1.3.2.5 水位変動に伴う取水性低下による重大事故等に対処するために必要

な機能への影響防止 

（1）重大事故等対処設備の取水性

【規制基準における要求事項等】 

重大事故等対処設備の取水性については，次に示す方針を満足すること。 

・基準津波による水位の低下に対して，海水ポンプが機能維持できる設計であ

ること。 

・基準津波による水位の低下に対して，冷却に必要な海水が確保できる設計で

あること。 

【検討方針】 

基準津波による水位の低下に対して，常設重大事故等対処設備の海水ポンプ

である原子炉補機海水ポンプ及び高圧炉心スプレイ補機海水ポンプ並びに可搬

型重大事故等対処設備の海水を取水するポンプである大量送水車及び大型送水

ポンプ車が機能維持できる設計であることを確認する。 

また，基準津波による水位の低下に対して，重大事故等対処設備による冷却

に必要な海水が確保できる設計であることを確認する。 

具体的には，以下のとおり実施する。 

・原子炉補機海水ポンプ及び高圧炉心スプレイ補機海水ポンプの設置位置並び

に大量送水車及び大型送水ポンプ車の水中ポンプ設置位置の評価水位の算定を

適切に行うため，取水路の特性に応じた手法を用いる。また，取水路の管路の

形状や材質，表面の状況に応じた摩擦損失を設定する。 

・原子炉補機海水ポンプ，高圧炉心スプレイ補機海水ポンプ，大量送水車及び

大型送水ポンプ車の取水可能水位が下降側評価水位を下回る等，水位低下に対

して各ポンプが機能維持できる設計となっていることを確認する。 

・引き波時の水位が実際の取水可能水位を下回る場合には，下回っている時間

において，原子炉補機海水ポンプ，高圧炉心スプレイ補機海水ポンプ，大量送

水車及び大型送水ポンプ車の継続運転が可能な貯水量を十分確保できる設計と

なっていることを確認する。なお，取水路が循環水系と非常用系で併用される

場合においては，循環水系運転継続等による取水量の喪失を防止できる措置が
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施される方針であることを確認する。 

【検討結果】 

「島根原子力発電所２号炉 ５条 津波による損傷の防止 Ⅱ.耐津波設計方針 

３.重大事故等対処施設の津波防護方針」を適用する。

（2）津波の二次的な影響による重大事故等対処設備の機能保持確認

【規制基準における要求事項等】 

基準津波に伴う取水口付近の砂の移動・堆積が適切に評価されていること。 

基準津波に伴う取水口付近の漂流物が適切に評価されていること。 

重大事故等対処設備については，次に示す方針を満足すること。 

・基準津波による水位変動に伴う海底の砂移動・堆積，陸上斜面崩壊による土

砂移動・堆積及び漂流物に対して取水口及び取水路の通水性が確保できる設計

であること。 

・基準津波による水位変動に伴う浮遊砂等の混入に対して海水ポンプが機能保

持できる設計であること。 

【検討方針】 

基準津波に伴う２号炉の取水口付近の砂の移動・堆積や漂流物を適切に評価

する。その上で，重大事故等対処設備について，基準津波による水位変動に伴

う海底の砂移動・堆積，陸上斜面崩壊による土砂移動・堆積及び漂流物に対し

て取水口及び取水路の通水性が確保できる設計であること，浮遊砂等の混入に

対して海水を取水するポンプが能保持できる設計であることを確認する。 

具体的には，以下のとおり確認する。 

・遡上解析結果における取水口付近の砂の堆積状況に基づき，砂の堆積高さが

取水口下端に到達しないことを確認する。取水口下端に到達する場合は，取水

口及び取水路が閉塞する可能性を安全側に検討し，閉塞しないことを確認する。 

・混入した浮遊砂は，スクリーン等で除去することが困難なため，海水を取水

するポンプそのものが運転時の砂の混入に対して軸固着しにくい仕様であるこ

とを確認する。また，ポンプ運転時において取水に混入する浮遊砂量がポンプ

の機能に影響を与えないことを確認する。 

・基準津波に伴う取水口付近の漂流物については，遡上解析結果における取水

口付近を含む敷地前面及び遡上域の寄せ波及び引き波の方向，速度の変化を分

析した上で，漂流物の可能性を検討し，漂流物により取水口が閉塞しないこと

を確認する。また，スクリーン自体が漂流物となる可能性が無いか確認する。 
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【検討結果】 

「島根原子力発電所２号炉 ５条 津波による損傷の防止 Ⅱ.耐津波設計方針 

３.重大事故等対処施設の津波防護方針」を適用する。

2.1.3.2.6 津波監視 

【規制基準における要求事項等】 

敷地への津波の繰り返しの襲来を察知し，津波防護施設，浸水防止設備の機

能を確実に確保するため，津波監視設備を設置すること。 

【検討方針】 

敷地への津波の繰り返しの襲来を察知し，津波防護施設，浸水防止設備の機

能を確実に確保するために，津波監視設備として，津波監視カメラ及び取水槽

水位計を設置する。 

【検討結果】 

「島根原子力発電所２号炉 ５条 津波による損傷の防止 Ⅱ.耐津波設計方針 

３.重大事故等対処施設の津波防護方針」を適用する。

2.1.3.2.7 津波防護施設及び浸水防止設備等の設計・評価 

【規制基準における要求事項等】 

津波防護施設については，その構造に応じ，波力による侵食及び洗掘に対す

る抵抗性並びにすべり及び転倒に対する安定性を評価し，越流時の耐性にも配

慮した上で，入力津波に対する津波防護機能が十分に保持できるよう設計する

こと。 

浸水防止設備については，浸水想定範囲における浸水時及び冠水後の波圧等

に対する耐性等を評価し，越流時の耐性にも配慮した上で，入力津波に対して

浸水防止機能が十分に保持できるよう設計すること。 

【検討方針】 

津波防護施設（防波壁，防波壁通路防波扉及び１号炉取水槽流路縮小工）に

ついては，その構造に応じ，波力による侵食及び洗掘に対する抵抗性並びにす

べり及び転倒に対する安定性を評価し，越流時の耐性にも配慮した上で，入力

津波に対する津波防護機能が十分に保持できるよう設計する。 

浸水防止設備（防水壁，水密扉，屋外排水路逆止弁，床ドレン逆止弁，隔離

弁，ポンプ及び配管，貫通部止水処置）については，基準地震動 Ss による地震

力に対して浸水防止機能が十分に保持できるよう設計する。また，浸水時の波
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圧等に対する耐性等を評価し，越流時の耐性にも配慮した上で，入力津波に対

して浸水防止機能が十分に保持できるよう設計する。 

【検討結果】 

「島根原子力発電所２号炉 ５条 津波による損傷の防止 Ⅱ.耐津波設計方針 

４.施設・設備の設計・評価の方針及び条件」を適用する。

2.1.3.3 津波に対する防護設備 

2.1.3.3.1 重大事故等対処施設 

2.1.3.3.1.1 概要 

発電用原子炉施設の耐津波設計については,「重大事故等対処施設は，基準津

波に対して重大事故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれがない

ものでなければならない」ことを目的として，津波の敷地への流入防止，漏水

による重大事故等に対処するために必要な機能への影響防止，津波防護の多重

化及び水位低下による重大事故等に対処するために必要な機能への影響防止を

考慮した津波防護対策を講じる。 

津波から防護する設備は，重大事故等対処施設（可搬型重大事故等対処設備

を含む。）（以下「重大事故等対処施設の津波防護対象設備」という。）とする。 

津波の敷地への流入防止は，重大事故等対処施設の津波防護対象設備（非常

用取水設備を除く。）を内包する建物及び区画の設置された敷地において，基準

津波による遡上波の地上部からの到達及び流入の防止対策並びに取水路，放水

路等の経路からの流入の防止対策を講じる。 

漏水による重大事故等に対処するために必要な機能への影響防止は，取水・

放水施設，地下部等において，漏水の可能性を考慮の上，漏水による浸水範囲

を限定して，重大事故等に対処するために必要な機能への影響を防止する対策

を講じる。 

津波防護の多重化として，上記２つの対策のほか，重大事故等対処施設の津

波防護対象設備（非常用取水設備を除く。）を内包する建物及び区画において，

浸水防護をすることにより津波による影響等から隔離する対策を講じる。 

水位低下による重大事故等に対処するために必要な機能への影響防止は,水位

変動に伴う取水性低下による重大事故等に対処するために必要な機能への影響

を防止する対策を講じる。 

2.1.3.3.1.2 設計方針 

重大事故等対処施設は，基準津波に対して重大事故等に対処するために必要

な機能が損なわれるおそれがない設計とする。耐津波設計に当たっては，以下
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の方針とする。 

(1) 重大事故等対処施設の津波防護対象設備（非常用取水設備を除く。）を内

包する建物及び区画の設置された敷地において，基準津波による遡上波を地上

部から到達又は流入させない設計とする。また，取水路，放水路等の経路から

流入させない設計とする。具体的な設計内容を以下に示す。 

ａ．重大事故等対処施設の津波防護対象設備（非常用取水設備を除く。）のうち，

設計基準対象施設を使用するもの及び可搬型重大事故等対処設備保管場所であ

る第４保管エリアについては，基準津波による遡上波が到達する可能性がある

ため，津波防護施設を設置し，津波の流入を防止する設計とする。 

ｂ．重大事故等対処施設の津波防護対象設備（非常用取水設備を除く。）のうち，

設計基準対象施設を使用するもの及び可搬型重大事故等対処設備保管場所であ

る第４保管エリア以外は，基準津波による遡上波が到達しない十分高い場所に

設置する。 

ｃ．上記ａ．及びｂ．の遡上波の到達防止に当たっての検討は, 「設計基準対

象施設について 第5 条：津波による損傷の防止 1.4 設備等（手順等含む）」

を適用する。 

ｄ．取水路，放水路等の経路から，津波が流入する可能性のある経路（扉，開

口部，貫通口等）を特定し，必要に応じて実施する浸水対策 

については，「設計基準対象施設について 第5 条：津波による損傷の防止 1.4

 設備等（手順等含む）」を適用する。 

(2) 取水・放水施設，地下部等において，漏水する可能性を考慮のうえ，漏水

による浸水範囲を限定し，重大事故等に対処するために必要な機能への影響を

防止する設計とする。 

具体的には「設計基準対象施設について 第5 条：津波による損傷の防止 1.4

 設備等（手順等含む）」を適用する。 

(3) 上記(1)及び(2)に規定するもののほか，重大事故等対処施設の津波防護対

象設備（非常用取水設備を除く。）を内包する建物及び区画については，浸水防

護をすることにより津波による影響等から隔離する。そのため，浸水防護重点

化範囲を明確化するとともに，必要に応じて実施する浸水対策については，「設
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計基準対象施設について 第5 条：津波による損傷の防止 1.4 設備等（手順等

含む）」を適用する。 

(4) 水位変動に伴う取水性低下による重大事故等に対処するために必要な機

能への影響を防止する設計とする。そのため，非常用海水ポンプについては, 

「設計基準対象施設について 第5 条：津波による損傷の防止 1.4 設備等（手

順等含む）」を適用する。 

また，大量送水車及び大型送水ポンプ車については，基準津波による水位の

変動に対して取水性を確保でき，取水口からの砂の混入に対して，ポンプが機

能保持できる設計とする。 

(5) 津波防護施設，浸水防止設備及び津波監視設備の機能の保持については，

「設計基準対象施設について 第5 条：津波による損傷の防止 1.4 設備等（手

順等含む）」を適用する。 

(6) 津波防護施設，浸水防止設備及び津波監視設備の設計に当たって考慮する

自然現象については, 「設計基準対象施設について 第5 条：津波による損傷の

防止 1.4 設備等（手順等含む）」を適用する。 

(7) 津波防護施設，浸水防止設備及び津波監視設備の設計における荷重の組合

せを考慮する自然現象については, 「設計基準対象施設について 第5 条：津波

による損傷の防止 1.4 設備等（手順等含む）」を適用する。 

(8) 津波防護施設，浸水防止設備及び津波監視設備の設計並びに非常用海水ポ

ンプの取水性の評価における入力津波の評価に当たっては, 「設計基準対象施

設について 第5 条：津波による損傷の防止 1.4 設備等（手順等含む）」を適

用する。 

2.1.3.3.1.3 主要設備 

(1) 防波壁

「設計基準対象施設について 第5 条：津波による損傷の防止 1.4 設備等（手

順等含む）」に同じ。 

(2) 防波扉

「設計基準対象施設について 第5 条：津波による損傷の防止 1.4 設備等（手

順等含む）」に同じ。 
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(3) １号炉取水槽流路縮小工

「設計基準対象施設について 第5 条：津波による損傷の防止 1.4 設備等（手

順等含む）」に同じ。 

(4) 屋外排水路逆止弁

「設計基準対象施設について 第5 条：津波による損傷の防止 1.4 設備等（手

順等含む）」に同じ。 

(5) 防水壁

「設計基準対象施設について 第5 条：津波による損傷の防止 1.4 設備等（手

順等含む）」に同じ。 

(6) 水密扉

「設計基準対象施設について 第5 条：津波による損傷の防止 1.4 設備等（手

順等含む）」に同じ。 

(7) 床ドレン逆止弁

「設計基準対象施設について 第5 条：津波による損傷の防止 1.4 設備等（手

順等含む）」に同じ。 

(8) 隔離弁

「設計基準対象施設について 第5 条：津波による損傷の防止 1.4 設備等（手

順等含む）」に同じ。 

(9) ポンプ及び配管

「設計基準対象施設について 第5 条：津波による損傷の防止 1.4 設備等（手

順等含む）」に同じ。 

(10) 貫通部止水処置

「設計基準対象施設について 第5 条：津波による損傷の防止 1.4 設備等（手

順等含む）」に同じ。 

2.1.3.3.1.4 主要設備の仕様 

浸水防護設備の主要仕様を第2.1.3-1表に示す。 
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2.1.3.3.1.5 試験検査 

「設計基準対象施設について 第5 条：津波による損傷の防止 1.4 設備等（手

順等含む）」に同じ。 

2.1.3.3.1.6 手順等 

「設計基準対象施設について 第5 条：津波による損傷の防止 1.4 設備等（手

順等含む）」に同じ。 
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第2.1.3-1表 浸水防護設備の主要仕様 

(1) 防波壁

種 類 防波壁（多重鋼管杭式擁壁） 

個 数 １ 

(2) 防波壁

種 類 防波壁（逆Ｔ擁壁） 

個 数 １ 

(3) 防波壁

種 類 防波壁（波返重力擁壁） 

個 数 １  

(4) 防波扉

種 類 防波扉 

個 数 ４ 

(5) １号炉取水槽流路縮小工

種 類 流路縮小工 

個 数 ２ 

(6) 屋外排水路逆止弁

種 類 逆止弁 

個 数 １４ 

(7) 防水壁

  種 類 防水壁 

  個 数 ２ 

(8) 水密扉

種 類 片開扉 

個 数 一式 

(9) 床ドレン逆止弁

種 類 逆止弁 

個 数 一式 

(10) 隔離弁

種 類 電動弁，逆止弁 

個 数 ６ 

(11) ポンプ及び配管

種 類 ポンプ，配管 

個 数 一式 
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(12) 貫通部止水処置

種 類 貫通部止水 

  個 数 一式 
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